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会計年度雇用職員給与等に関する実施要領（内規） 

                             （平成 24年 4月 1日） 

 

（目的） 

第１条 この内規は、会計年度雇用職員給与規程（以下「規程」という。）に基づく給与に

ついて、必要な事項を定めるものとする。 

 

（給与表及びその適用） 

第２条 規程第２条に定める給与は、「正規職員給与等に関する実施要領」に規定する給料

表に、その職種ごとに、号俸を分類するものとし、その内容は別表第１に定める「職種別

基準表」及び別表第２のとおりとする。 

２ 職員の号俸は、別表第１に定める「職種別基準表」に従い、その者の職務の内容及び責

任、職務遂行上必要となる知識及び職務経験等を考慮して会長が決定する。 

３ 時間額で給料を定める職員の給料の額は、給与月額を時給換算率（162.75）で除して得

た額とする。（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額） 

４ １週間の所定労働時間が、１５時間４５分以上で、現に受けている号俸を受けるに至っ

た時から１年間勤務し、雇用契約を継続する場合、その者の勤務成績が良好と認められる

時は、上限号俸の範囲内で１号上位へ改定させることができる 

 

（給料の支給方法等） 

第３条 給料の支払いは法律によって特に認められた場合または法人と職員及び職員の代

表との協定で定められたものをその給与から差し引く場合を除き、その全額を支払わな

ければならない。 

２ 給料の支払いは原則通貨をもって直接職員に支払うものとする。ただし、職員の同意に

より職員が指定する本人名義の金融機関の預金口座に振り込むことができる。 

３ 規程第４条及び前２項に定めるほか、非常時等の支払い方法等については「正規職員給

与に関する実施要領」を準用するものとする。 

 

（通勤手当） 

第４条 規程第５条第２項による通勤手当の額は「正規職員給与等に関する実施要領」に準

ずるものとする。 

２ 前項の規定に関わらず、パートタイム職員及び非常勤嘱託職員が、勤務のために要する

交通費（片道２キロメートル未満の者は除く）については、費用弁償として実費を支給す

る。ただし、月におおむね１５日以上勤務する状態にあると会長が認めた者については、

前項の規定に基づいて支給する。 

  

（超過勤務手当） 
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第５条 規程第７条に定める超過勤務手当の額及び支給方法については、「正規職員給与等

に関する実施要領」に準ずるものとする。 

 

（期末手当） 

第６条 規程第８条（期末手当）に定める手当の額及び支給方法については、「正規職員給

与等に関する実施要領」第１１条に準ずるものとする。 

 

（勤勉手当） 

第７条 規程第９条（勤勉手当）に定める手当の額及び支給方法については「正規職員給与

等に関する実施要領」第１２条に準ずるものとする。 

 

（給与の減額） 

第８条 月額で給与を定める会計年度雇用職員が正規の勤務時間中に勤務しない時は、祝

日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その会長が

定める場合を除き、その勤務しない１時間につき、第２条第３項に定める勤務１時間当た

りの給与額を減額する。 

 

（処遇改善手当） 

第９条 規程第９条に定める処遇改善手当の額及び支給方法は、「正規職員給与等に関する

実施要領（内規）」に準ずるものとする。 

 

（補足） 

第１０条 この内規に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 

 附 則 

 この内規は、平成２４年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この内規は、平成３１年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この内規は、令和元年１０月１日から施行する。 

  附 則 

 この内規は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この内規は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この内規は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この内規は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表第１（第２条関係） 

等級別基準職務表 

職   種 
基礎号俸 上限号俸 

職務の級 号俸 職務の級 号俸 

事務職 一般事務 １ １ １ ８ 

地域福祉推進委員 １ １ １ １１ 

高齢者福祉センター長 １ ２ １ １２ 

介護支援員 １ ２ １ １４ 

専門職 ヘルパー １ ８ １ ２１ 

介護福祉士 １ １１ １ ２３ 

サービス管理者等 １ １４ １ ２４ 

相談支援専門員 １ １４ １ ２４ 

看護師 １ １５ １ ２５ 

保育士 １ １５ １ ２５ 

保健師 １ ２５ １ ３０ 

社会福祉士 １ ２５ １ ３０ 

精神保健福祉士 １ ２５ １ ３０ 

介護支援専門員 １ ２５ １ ３０ 

 

別表第２（第２条関係） 

嘱託職員 

 

職      種 給与額 

常勤嘱託職員  事務局長 会長が定めた額 

非常勤嘱託職員 
 日自支援員、レター・コール従事者 

 有償運送従事者等 
１級１号棒の時間給 
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別表第１の参考資料１ 

  会計年度雇用職員 給   料   表 
  (令和 8年 4月 1日現在） 

級 号俸 
賃金月額 時給換算 

   （A） (A÷21÷7.75） 

1 1 199,800 1,227  

1 2 200,900 1,234  

1 3 202,200 1,242  

1 4 203,300 1,249  

1 5 204,400 1,255  

1 6 206,200 1,266  

1 7 207,800 1,276  

1 8 209,400 1,286  

1 9 211,000 1,296  

1 10 212,700 1,306  

1 11 214,300 1,316  

1 12 216,000 1,327  

1 13 217,500 1,336  

1 14 219,200 1,346  

1 15 221,000 1,357  

1 16 222,700 1,368  

1 17 223,900 1,375  

1 18 225,500 1,385  

1 19 227,200 1,396  

1 20 228,700 1,405  

1 21 230,200 1,414  

1 22 231,900 1,424  

1 23 233,500 1,434  

1 24 235,100 1,444  

1 25 236,800 1,454  

1 26 238,500 1,465  

1 27 239,800 1,473  

1 28 241,200 1,482  

1 29 242,500 1,490  

1 30 243,600 1,496  
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